
保利国際法務事務所 

〇現在実施している又は今後実施予定の取組 

■ 賛同の動機・目的

「街の法律家」として、地域の水産事業者や飲食店を法務面から支えるとともに、事

務所全体で「魚食」を推進し、水産業界の活性化に寄与するため。 

■ 具体的な取組内容（例）

 取組１： 事務所内での「魚食」推奨（ランチミーティング等での魚料理の選

択）

 取組２： 水産加工業・漁業現場における外国人技能実習生・特定技能外国人の

受入支援（ビザ申請取次）

 取組３： 「さかなの日」ロゴマークを名刺やホームページに掲示し、制度の認

知向上に協力する

以上 


